
担当地区 退任者 在任年数
土居一 倉掛 サツ子 6年
吉隈三 前川 傳藏 6年
瀬戸 古賀 壽子 7年6ヶ月
寿命 友枝 捷治 3年
豆田 福井 みどり 9年
豆田 原田 廣子 2年10ヶ月

第一豆田 戸嶋 敏子 3年
九郎丸 野寄 明美 3年
土師一 田中 節子 6年

担当地区 退任者 在任年数
土師二 野上 瑞江 3年
土師二 𠮷川 美香子 3年
土師六 井上 博子 3年
土師九 畑辺 洋子 12年
平山二 原口 孝子 30年
笹尾二 太田 雅之 9年

天道 宮﨑 壽美子 7年10ヶ月
桂ヶ丘 石井 裕 ３年

グレインヒルズ 浦田 シズ子 6年
主任児童委員 田中 保明 12年

■11月30日付で退任した桂川町民生児童委員

■
12
月
に
改
選

　

新
し
い
民
生
児
童
委
員

　

民
生
児
童
委
員
の
任
期
は
３
年

で
す
（
再
任
可
）。
３
年
に
１
度
、

全
国
で
一
斉
改
選
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

令
和
元
年
は
改
選
の
年
で
、
桂

川
町
で
も
12
月
１
日
付
け
で
新
た

な
民
生
児
童
委
員
が
委
嘱
さ
れ
ま

し
た
（
７
ペ
ー
ジ
参
照
）。
任
期
は

令
和
4
年
11
月
30
日
ま
で
で
す
。

　

12
月
2
日
、
桂
川
町
民
生
児
童

委
員
を
代
表
し
て
河
部
寛
さ
ん
と

伊
藤
加
代
子
さ
ん
が
、
小
川
福
岡

県
知
事
か
ら
委
嘱
状
を
受
け
取
り

ま
し
た
。

　

12
月
10
日
、総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

「
ひ
ま
わ
り
の
里
」
で
、「
令
和
元
年

度
民
生
委
員
・
児
童
委
員
感
謝
状

授
与
式
並
び
に
委
嘱
状
伝
達
式
」

が
行
わ
れ
、
40
人
の
新
た
な
民
生

児
童
委
員
に
、
井
上
町
長
か
ら
委

嘱
状
が
伝
達
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

今
回
退
任
す
る

19
人
の
民
生
児

童
委
員
に
、
感

謝
状
が
贈
呈
さ

れ
ま
し
た
。

民生児童委員協議会

河部 寛 会長

こ
の
度
、
一
斉
改
選
で
会
長
に
就

任
い
た
し
ま
し
た
。
微
力
な

が
ら
今
後
3
年
間
、
町
内
40
名
の
民

生
児
童
委
員
と
共
に
乳
幼
児
か
ら
高

齢
者
ま
で
、
す
べ
て
の
町
民
の
皆
様

が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
、

笑
顔
あ
ふ
れ
る
ま
ち
桂
川
の
支
え
合

う
地
域
づ
く
り
を
目
指
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
担
当
地
域
で
福
祉
分
野
に
お
け

る
生
活
上
の
様
々
な
問
題
・
心
配
事

を
行
政
や
福
祉
関
係
者
へ
と
、
つ
な

ぐ
「
架
け
橋
」
と
な
り
解
決
に
向
け

て
、
お
手
伝
い
を
い
た
し
ま
す
と
と

も
に
常
に
見
守
り
・
相
談
・
支
援
活

動
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
い
つ
で

も
、
気
軽
に
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
必
ず
守
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
地
域
の
民
生
児
童
委
員
が
、

ご
訪
問
い
た
し
ま
す
の
で
、
私
た
ち

の
活
動
に
対
し
、
皆
様
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

（行政区順）

▲退任する民生児童委員の方々。

▲幸せのめばえを示
　す四つ葉のクロー
　バーと、平和のシ
　ンボルの鳩をかた
　 どった 民 生 委 員・
　児童委員のマーク。

地域
の身近

な相談役
Commissioned Child Welfare VolunteerWelfare Commissioner and

問 健康福祉課 福祉係 ☎６５・０００１

【民生委員の特徴】
◇厚生労働大臣から委嘱された非常勤特別職

の地方公務員で、無報酬のボランティア
◇住民から相談を受け、直接お手伝いする

のではなく、利用できる制度などを紹介

【相談の例】
　◇生活支援を受けたい　◇親の介護で困っ

ているので相談したい　◇近所でいつも子ど
もの泣き声が聞こえて心配です

interview 民生児童委員の活動

民生委員
児童委員

■
民
生
児
童
委
員
は

　

福
祉
に
関
す
る「
つ
な
ぎ
役
」

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
（
以
下
「
民

生
児
童
委
員
）
は
、
地
域
住
民
の
目

線
で
生
活
・
福
祉
全
般
に
関
す
る
相

談
に
応
じ
、
役
場
な
ど
の
関
係
機
関

を
紹
介
す
る
「
つ
な
ぎ
役
」
を
担
っ

て
い
ま
す
。
民
生
児
童
委
員
に
は
守

秘
義
務
が
あ
り
、
相
談
内
容
を
口
外

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令和 2 年 . 広報けいせん 1 月 6 頁


